
提案されている外国平均価格調整のイメージ①
中医協 薬－１－１
２３．１０．２６

Ⅰ ５倍外れ値を予め補正した場合
①現行ルール

Ａ国が外れ値であっても 当初

②提案ルール
Ａ国が外れ値なので 外れ値を

その結果、
価格引下

Ⅰ．５倍外れ値を予め補正した場合

Ａ国が外れ値であっても、当初
の平均は単純に相加平均ゆえ、
算定値は調整の対象とならない。

Ａ国が外れ値なので、外れ値を
除いた相加平均を用いて該当性
を判断し、さらに価格調整を行っ

てはどうか。

価格引下
げとなる
ケースが
多くなる。

薬

500 Ａ国（５００円） Ａ国（５００円） （Ａ国を除く）

薬
価
（
円
）300

初 算定値

平均x1.5=３００円

当初の算定値（２５０円）

（Ａ国は、Ｄ国の５倍超）

100 Ｃ国（１００円）

Ｂ国（１５０円）

当初の算定値（２５０円）

平均x0.75=１５０円

平均=２００円

Ｃ国（１００円）

Ｂ国（１５０円）

当初の算定値（２５０円）

平均x1.5=１５０円

平均=１００円

外国調整の結果引下げ

100 Ｃ国（１００円）

Ｄ国（５０円）

Ｃ国（１００円）

Ｄ国（５０円）
平均x0.75=７５円

平均=１００円
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提案されている外国平均価格調整のイメージ②

Ⅱ みなし２倍補正を予め行 た場合
①現行ルール

Ａ国が外れ値であっても 当初

②提案ルール
Ａ国の薬価を 他の国（２ヶ国以

その結果、
価格引下

Ⅱ．みなし２倍補正を予め行った場合

Ａ国が外れ値であっても、当初
の平均は単純に相加平均ゆえ、
算定値は調整の対象とならない。

Ａ国の薬価を、他の国（２ヶ国以
上）の相加平均の２倍値とみなして
相加平均を用いて該当性を判断し、

さらに価格調整を行ってはどうか。

価格引下
げとなる
ケースが
多くなる。

薬

500 （Ａ国は、Ｂ～Ｄ国の相加
平均（１００円）の２倍超）

（Ｂ～Ｄ国の相加平均
薬
価
（
円
）300

Ａ国（３５０円）

平均x1.5=２４３．８円

Ａ国（３５０円）
外国調整の結果引下げ

平均（１００円）の２倍超）
国 相

の2倍値とみなす）

100 Ｃ国（１００円）

Ｂ国（１２０円）

当初の算定値（２３０円）

平均x0.75=１２１．９円

平均=１６２．５円

Ｃ国（１００円）

Ｂ国（１２０円）

当初の算定値（２３０円）

平均x1.5=１８７．５円

平均=１２５円

みなしＡ国（２００円）

100 Ｃ国（１００円）

Ｄ国（８０円）

Ｃ国（１００円）

Ｄ国（８０円） 平均x0.75=９３．８円平均=１００円
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